
  

香美町農業委員会農地利用最適化推進委員募集要項 
 

１ 目的 
香美町農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則に基づ

き、香美町農業委員会の農地利用最適化推進委員を募集します。 
 
２ 募集区域及び定員 
１０人（推進委員を募集する区域及び定員は、次のとおりです。） 

地 区 名 担当する地区（大字表示） 定員 

香住１地区 
境、一日市、若松、香住、七日市、森、間室、油良、矢

田、下浜、余部、鎧 
１名 

香住２地区 
九斗、米地、丹生地、下岡、上岡、隼人、畑、三川、土

生、本見塚 
１名 

香住３地区 相谷、安木、訓谷、無南垣、浦上、上計、沖浦 １名 

香住４地区 
守柄、加鹿野、三谷、大谷、大野、小原、中野、藤、八

原 
１名 

村岡１地区 村岡、用野、鹿田、相田、神坂、萩山、板仕野 １名 

村岡２地区 
大糠、高井、寺河内、耀山、市原、黒田、宿、日影、作

山 
１名 

村岡３地区 
福岡、八井谷、大野、口大谷、中大谷、大笹、高坂、池

ケ平、和池、森脇 
１名 

村岡４地区 
入江、和田、長板、熊波、柤岡、丸味、川会、高津、長

須、味取、原、長瀬、山田、境 
１名 

小代１地区 
神場、広井、水間、野間谷、貫田、忠宮、久須部、大谷、

城山、神水、石寺 
１名 

小代２地区 実山、平野、茅野、新屋、秋岡、東垣、佐坊、鍛治屋 １名 

 

３ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。ただし、次のいずれかに該

当する者は除きます。 
⑴ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 
 
４ 業務の内容 
・地域の農業者等との話し合いによる農地調整 
・農地の出し手・受け手の掘り起こしと、担い手への農地の集積・集約化の促進 

 ・農地パトロール等による耕作放棄地の発生防止と解消等 
 ・その他、毎月実施する総会での意見報告、各種研修会への参加等 
 
５ 任期 



令和８年４月２１日から令和１１年４月２０日までの３年間 
 
６ 報酬 
委員 月額１８,０００円 

 
７ 身分 
香美町の特別職の非常勤職員 

 
８ 推薦又は応募の方法 
規定の様式に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により香美町農業委員会事務局、

村岡地域局農林建設係及び小代地域局農林建設係へ提出してください。なお、提出書
類は返却しませんので御了承ください。 

⑴ 提出書類 

個人が推薦する場合 様式第１号 

法人・団体が推薦する場合 様式第２号 

応募する場合 様式第３号 

 ※この場合の個人とは、農業者をいいます。 
⑵ 様式の入手方法 
香美町農業委員会事務局、村岡地域局農林建設係、小代地域局農林建設係でお受

け取りいただくか、香美町ホームページからダウンロードしてください。 
 
９ 推薦・募集期間 
令和７年１１月４日（火）から令和７年１２月５日（金）まで 

  ※ 持参される場合 
期間中の開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してくださ

い。 
  ※ 郵送される場合 

令和７年１２月５日（金）必着で投函してください。 
封筒の表面に「農地利用最適化推進委員募集関係書類在中」と朱書きしてくだ 

さい。 
  ※ 電子メール又はＦＡＸによる提出は受け付けません。 
 
10 審査及び委嘱 
提出された書類をもとに現在任期中の農業委員会の委員で組織する香美町農地利

用最適化推進委員審査委員会で審査を行いますが、必要に応じて面接等を行うことが
あります。この委員会の審査結果をもとに農業委員会が委嘱します。 
 
11 公表 
推薦又は募集の状況について、募集期間の中間（１１月１９日）と終了後（１２月

８日）にホームページで公表します。なお、この内容は、推薦書及び応募申込書に記
載された住所と連絡先を除くすべての事項となります。 
 
12 お問い合わせ先 
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住 870-1 

  香美町農業委員会事務局 
  ℡：0796-36-0846 


